
三種町議会運営・映像配信システム導入業務

質問・回答一覧表

質 問 事 項 回 答

［４月２０日質問］

（公告・公告別紙）

２ 参加資格

・ 「秋田県内に本社、支所、支店等の

事務所を開設しているか、パートナー

企業等があること。」とありますが、

パートナー企業とは、具体的にどのよ

うな企業が該当するのでしょうか。

例えば、共同企業体の構成員、業務

の一部を再委託・協力する事業者、資

本関係の有無を問わない協業先など、

想定されている範囲についてご教示く

ださい。

・ パートナー企業であることを証明す

るために、どのような資料をご提出

し、承諾を得ればよろしいでしょう

か。

業務提携契約書等必要でしょうか。

また、必要な場合、参加資格の申請

期限（４／２４）までのご提出という

認識でよろしいでしょうか。

９ プレゼンテーション審査に関する事

項

・ プレゼンテーション審査の参加人数

に制限はございますか。

------------------------------------

（仕様書）

４ 仕様

・ マイク設備、録音設備、拡声設備等

は、既存の設備（別紙）を使用するこ

［４月２１日回答］

・ パートナー企業には、緊急時の対応

及び保守点検業務等の役割を想定して

いますので、一定の役割と責任を持

ち、直接的な協力関係（業務委託、技

術提携等）があることを条件としま

す。

そのため、単に機材を調達するだけ

の関係は除外します。

・ 企画提案書の実施体制に、パートナ

ー企業の名称及び所在地並びに担当す

る具体的な業務範囲を明記してくださ

い。

また、可能であれば、企画提案書

に、協力承諾書（任意様式）を添付し

てください。

・ 参加人数の上限に特段の制限は設け

ておりません。

------------------------------------

・ 本業務は、原則として、既存の設備

の活用を前提としていますので、更新



と。」と記載がありますが、当該設備

については直近で町の予算により新た

に導入されたものと認識しておりま

す。

この場合、たとえ提案金額が予定価

格の範囲内であったとしても、当該部

分に関する新規設備の導入や更新は不

可であり、必ず既存設備を使用する必

要がある、という理解でよろしいでし

ょうか。

・ 既存の設備において、発言残時間の

進行に合わせたブザー音（例：残り●

分前で自動的に鳴る、タイムアップで

鳴る、等）はありますでしょうか。

・ 議場表示設備につきまして、「リア

ルタイム字幕を同時に表示できるこ

と」との記載がございますが、インタ

ーネット配信については、あくまでも

本会議における録画配信のみを対象と

し、 ＬＩＶＥ配信及びＬＩＶＥ配信

時の字幕表記については将来的なオプ

ション機能としての位置付けとの認識

で相違ないでしょうか。

・ インターネット回線の新規契約につ

きまして、費用は受注者で負担致しま

すが、三種町様名義での契約は可能で

しょうか。

・ インターネット回線導入工事につき

まして、新規で配管工事が必要になる

は想定していません。

ただし、現在の機材構成では本業務

の目的を達成する上で不足がある場合

に限り、それを補完・補充するための

追加機材の提案については、妨げるも

のではありません。

・ 既存の設備において、専用のブザー

設備はありません。

・ お見込みのとおりです。

・ 当該システムに関する一切の支払は

町から受注者とすることを想定してい

るため、インターネット回線の契約名

義については、原則として、受注者名

義とします。

ただし、町の名義とすることが望ま

しいと受注者が判断し提案される場合

は、その運用スキーム（事務手続きの

負担及びイニシャルコストの支払い方

法等）を含めて提案してください。

・ お見込みのとおりです。



可能性があります。

工事費用は導入費に含む認識でよろ

しいでしょうか。

・ 「映像のダウンロードができないこ

と。」とありますが、これはストリー

ミング配信が条件であるとの理解でよ

ろしいでしょうか。

５ 操作研修・マニュアル

・ 「初回の議会定例会においては～立

ち会うこと。」とありますが、具体的

には令和８年１２月定例会の本会議全

日程に立ち会う、という理解でよろし

いでしょうか。

７ 保守・メンテナンス

・ 「常時リモート点検ができる」とあ

りますが、このリモート接続に必要な

インターネット回線は、町から支給い

ただけるという認識でよろしいでしょ

うか。

９ 留意事項

・ アスベスト対策につきまして、２０

０６年９月以前の建築物では調査が必

須となっていますが、以前に調査をし

た記録はございますでしょうか。

また、調査未実施の場合アスベスト

調査及び対応費は導入費に含む認識で

よろしいでしょうか。

・ 映像配信の方式については、特定の

ものに限定しておりません。本仕様の

目的は、「著作権保護及び不適切な二

次利用の防止」にあることから、映像

を容易に自身の端末等へダウンロード

できない仕組みを求めるものであり、

具体的な技術構成や手法は、提案によ

るものとします。

・ お見込みのとおりです。

・ 自治体の庁内ネットワークから独立

した配信環境を構築し、セキュリティ

と安定性を確保するため、インターネ

ット回線の敷設・運用は、受注者の費

用負担としています。

・ 庁舎のアスベスト調査については令

和元年に実施済みであり、アスベスト

は検出されておりません。

よって、アスベスト調査及び対応費

については、考慮する必要はありませ

ん。


